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　国連大学は、1972 年の国連総会の決議に基づき、1975 年に日本国東京に設置され、以来、国際的ネッ

トワークによる研究活動を展開してきました。しかし、国連大学の財政は、他の多くの国連機関と異なり、

各国政府からの “分担金” ではなく、諸国政府の自主的な “拠出金” と “民間等からの支援金” によって運営

されています。日本国政府は、国連大学創設時に 1 億ドルの基金提供を行うとともに、以後、継続的に拠

出金を提供してきました。

　( 公財 ) 国連大学協力会は、国連大学本部が日本に設置されるにあたり、国連と日本国との間に締結され

た「国連大学本部に関する国際連合と日本国との協定」(1976 年 ) の前文、『（国際連合と日本国は、）国際

連合大学が、日本国の政府および国民と協力し、かつ協調して、・・中略・・その目的が達成することがで

きるようこの協定を結ぶ。』との精神を踏まえ 1985 年に設立され、以来、日本における民間の立場から国

連大学を支援してきました。

 １．国連大学と ( 公財 ) 国連大学協力会の役割

　国連大学は、長らく “ 学者の国際共同体” として研究活動を中心に活動してきましたが、国連は第 64 回

国連総会（2009 年 12 月 21 日）において「国連大学憲章」を改正し、国連大学が修士及び博士の学位の

授与機能を有することを明記しました。　

　国連大学は、この改正を受けて、東京本部設置 35 周年となる 2010 年の 9 月に東京に修士課程からなる

大学院サステイナビリティと平和研究科を開講し、2012 年 9 月に博士課程を開講しました。2014 年 1 月

に名称が「サステイナビリティ学研究科」となりました。この研究科は、国連及び世界が直面する緊急で地

球的な課題（グローバル・イシュー）の解決のために、高度な専門家として携わる人材の育成を目的とする

ものであり、この大学院の成功は国連大学の国際貢献を一層高めるものとなります。

　わが国の複数の大学院との強い連携の下に研究・教育の指導が行われ、国連大学を通して、わが国の先端

技術開発や平和学の成果を国際社会に寄与させる効果も大きいと考えられます。さらにこの大学院では国連

大学のアフリカ ･ ガーナの研究所と共同研究・共同教育が展開され、アフリカの持続教育の推進に大きな貢

献を果たすことが期待されています。

 ２．国連大学大学院サステイナビリティ学研究科支援の意義

 ３．国連大学大学院 サステイナビリティ学 研究科支援募金のお願い

　この大学院に集う学生たちの多くは開発途上国からの学生であり、また、わが国からの学生も入学してお

ります。これらの学生たちが日本における生活費や学費等の心配をすることなく、大学院での高度な教育を

受け、学位論文に関する研究に専念し、世界中のグローバル ･ イシューの現場へ即戦力として飛び立ってい

くことができるよう支援を行うことは、政府はもとより、我が国国民に課された重要な責務であると考えま

す。この重要な責務を果たすため、本法人は、国連大学 35 周年を記念し、サステイナビリテイ学研究科支

援募金としてみなさまの特段のご協力をお願いする次第です。

国連大学創設 35 周年記念

国連大学大学院サステイナビリティ学研究科
支援募金趣意書
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　国連大学は、当時のウ・タント国連事務総長の提案で、1972 年の国連総会で決議され、我が国が積極的

に誘致し、1975 年に東京 ･ 渋谷に本部を設置し、以来、アジア地域に本部を置く唯一の国連機関として、

人類が世界各国や地域で直面している地球規模の緊急課題（グローバル・イシュー）を研究し、その結果に

基づいた新事実や分析結果を発表し、国連や世界各国の人々に、地球と人類の未来について警鐘を鳴らす役

割を果たしてきました。

　国連大学は、現在では、世界 12 カ国に 13 の研究・研修センターを持つ、国際的なネットワーク型大学

ですが、従来は “学者の国際的共同体” として機能し、正規の学位授与機能を持っていませんでした。それ

ゆえ、国連は第 64 回国連総会（2009 年 12 月 21 日）において、国連大学憲章を改正し、国連大学が修士

及び博士の学位授与権をもつ大学院教育の機能を有することを明記しました。　

 １．国連大学とは

　国連大学は、国連大学憲章の改正を受けて、東京本部のある施設内に大学院サステイナビリティと平和研

究科を設置し、2010 年に修士課程が、2012 年には博士課程が開講しました。そして 2014 年 1 月に大学

院の名称をサステイナビリティ学研究科としました。

　国連大学は、21 世紀に入って、グローバル・イシュー解決のための真の人材育成に乗り出すための新し

いステージを迎えたのです。

　サステイナビリティ学研究科は、「持続可能な社会」、「自然資本と生物多様性」、「地球環境の変化とレジ

リエンス」という 3 つのテーマがあります。国連が取り組む課題の中で最も喫緊な問題のひとつであるサ

ステイナビリティという課題に対し、地球変動および生物多様性の観点を盛り込み、サステイナビリティの

問題に革新的なアプローチで取り組り組んでいます。

 ２．大学院サステイナビリティ学研究科

　世界が直面するグローバル・イシューは、20 世紀の後半から 21 世紀にかけて大きな変貌を遂げました。

平和に関して言えば、従来の国家間対立から、国家の枠を超えた民族対立や地域内対立を引き起こし、当事

国間や一国の努力だけでは到底解決できない問題に直面しています。

　開発と経済に関して言えば、地球上のごく一地域の行き過ぎた開発が地球全体に影響を及ぼし、地球上の

ごく一部の偏った経済活動が全地球的な経済発展を阻害する要因となっています。さらに、新たに勃発した

気候と環境の問題は国や地域を完全に越えた全人類共通の喫緊の問題と化しました。

　このようなグローバル・イシュー解決のための人材養成は、世界各国で取り組む必要があるのは当然です

が、何よりも、グローバル・イシューの現場の知識・経験・技術に裏付けられた教育方法による人材育成が

不可欠です。国連大学大学院は、40 年間のグローバル・イシュー研究と短期研修講座の実績を生かして、

国連機関その他の国際機関、政府関係機関、国際 NGO 等において、グローバル・イシューの解決に大きく

貢献できる人材の養成を図ることを使命としています。

 ３.  サステイナビリティ学研究科はどんな人材を養成するのか

国連大学大学院サステイナビリティ学研究科
について
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○ 日本の経験と技術を生かして国連大学大学院の教育に貢献できる

　国連大学大学院は、国連大学本部が日本に設置されている強みを生かし、グローバル ･ イシュー研究に実績を

持つ日本の複数の大学と共同研究・共同教育を実施します。これにより、先進的技術開発に実績のある日本の研

究・教育の成果を国連における研究・教育活動に生かし、国連及び世界へ貢献できます。

○ 国連諸機関がもつグローバル・イシューに関する最新情報と技術を教育に生かす

　国連大学大学院は、国連大学本部ビルに入居している国連諸機関日本事務所と密接な連携を取り、国連諸機関

がもつグローバル・イシューに関する最新情報と技術を研究・教育に生かす利点を有しています。必要な場合は、

国連諸機関が関与するグローバル・イシューの現場でフィールド・ワークを行い、生きた研究・教育指導を受け

られます。

○ アフリカにおける持続発展教育を図る

　国連大学大学院は、アフリカ・ガーナ国アクラにある国連大学研究所（UNU-INRA）とツイン研究所を組み、

気候変動、砂漠化など地球変動の影響がもっとも深刻で、かつ貧困にあえぐアフリカにおいて持続発展教育を推

進することができます。

○ 日本の大学との強力な教育協力のシステムの導入を検討する

　国連大学大学院は、国連大学本部が日本に設置されている強みを生かし、グローバル ･ イシュー研究に実績を

持つ日本の複数の大学院と連携し、共同・協力して大学院教育を行うとともに、そのためのシステムの導入を図

ります。学生は、国連大学における教育指導と日本の大学における教育指導の双方を受益できます。

○ 日本社会の真の国際化に貢献する

　日本人学生と外国人学生が共同してグローバル・イシュー解決に係る研究活動を行うことにより、日本国外か

らの視点による問題解決の視座を醸成し、日本社会の真の国際化に貢献します。

 ４．サステイナビリティ学研究科の特色と期待される効果

 ５．サステイナビリティ学研究科の構成等（参考；2013 年度の募集数値）
■ 設置場所： 国連大学本部ビル

■ 教育課程： 修士課程 (2 年 )　入学定員 20 名　総定員 40 名

　　　　        博士課程 (3 年 )　入学定員 10 名　総定員 30 名

■ 授与学位： 修士（サステイナビリティ学）

　　　　       博士（サステイナビリティ学）

■ 最初の入学生受け入れ : 2010 年 9 月　修士課程学生 5 名

　　　　　　　　　　　　2012 年９月　博士課程学生３名

■卒業生：2012 年 7 月　修士課程修了生　３名

　　　　 2013 年 7 月　修士課程修了生　12 名

 ６．サステイナビリティ学研究科と東京大学大学院との連携

東京大学大学院新領域創成科学研究科 (UT-GSFS) とのジョイントディプロマプログラムにおいてジョイントディ

プロマ (Joint Diploma on Leadership for Sustainability) の取得が可能です。
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国連大学大学院サステイナビリティ学研究科
支 援 方 法

　国連大学大学院サステイナビリティ学研究科へご支援をいただくにあたっては、（公財）国連大学協力会

（jfUNU）に設けられた国連大学大学院サステイナビリティ学研究科奨学助成（以下、「jfScholarship for UNU」

という。）のための賛助会員にご加入いただく方法と、一般寄付によりご支援いただく方法とがあります。

  １．jfScholarship for UNU 特別賛助会員
　この支援募金は、特定の一企業または個人の方が、国連大学大学院の特定の学生に対し、当該学生が課程の修

了に要する標準的な期間（修士課程であれば 2 年間、博士課程であれば 3 年間）の間、奨学給付金として継続

的にご支援いただく方法です。特別賛助会員の会費は、年間 200 万円（内訳：奨学金月 15 万円 ×12 月＋諸経

費相当）です。

● 特別賛助会員は、奨学金の名称に法人等又は個人の名称を冠形式で付記することができます。　　

● 特別賛助会員は、助成対象奨学生の選定にあたり、研究分野・出身国等に関する条件を希望することができ

ます。

● 特別賛助会員は、助成対象奨学生を自己の主催するイベント等に招請し、奨学生と直接的な交流を図ること

ができます。

● 特別賛助会員は、自己のウェブサイト等でこの支援を行っていることを公表することができます。

● jfUNU は、特別賛助会員のお名前や冠付奨学金の名称を jfUNU のウェブサイト等で公表いたします。

● 特別賛助会員の所属職員等は、国連大学大学院の授業科目を担当教員の許可を得て聴講することができます。

  ２．jfScholarship for UNU 賛助会員 A

　jfScholarship for UNU 賛助会員 A の会費は、年間 50 万円です。

● 賛助会員 A は、自己のウェブサイト等でこの支援を行っていることを公表することができます。

● jfUNU は、賛助会員 A のお名前を jfUNU のウェブサイト等で公表いたします。

● 賛助会員 A の所属職員等は、国連大学大学院の授業科目を担当教員の許可を得て聴講することができます。

  3．jfScholarship for UNU 賛助会員 B

　jfScholarship for UNU 賛助会員 B の会費は、年間 1 万円です。

　上記いずれの賛助会員も、上記の他、国連大学の講演会・研究会への参加、jfUNU 及び UNU の刊行物の提供、

図書館の図書貸出、会議室の借用等、既存の国連大学協力会賛助会員と同様の特典を受けることができます。

  4．一般寄付

　国連大学大学院サステイナビリティ学研究科の活動に対し、任意にご寄付いただくものです。単発、小額の寄

付も随時受け入れています。

　本募金活動による jfScholarship for UNU 賛助会員会費及び一般寄付金については、国連大学大学院サステイナビリ

ティ学研究科支援を目的として奨学金等国連大学への助成のために使用されますが、一部については、広報活動、講演

活動等、本法人が国連大学を支援するための活動に使用されることがあります。



　賛助会員／一般寄付のお申込みに当たっては、別添申込書にご記入の上、公益財団法人国連大学協力会にお送

りくださるようお願いいたします。

 ■ 送付先：〒 150-8925　東京都渋谷区神宮前 5-53-70　国連大学本部ビル 4 階　

　　　　　　　　　　　　公益財団法人国連大学協力会

  お申込み方法

  税制の優遇措置

   本財団は特定公益増進法人です。内閣総理大臣より「公益財団法人」として認定（府益担第 1090 号）を受け

ておりますので、本法人への寄付金には特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、寄付者は所得

税・法人税の控除がうけられます。また、個人の寄付については、内閣府より、税額控除制度の適用も認められ

ております。（府益担第 4647 号）　税制上の優遇措置を受けるためには、「寄付金領収書」および、「公益財団法

人に係る認定書」または、「税額控除に係る証明書」が必要となります。これらの書類については、寄付金の入

金が確認され次第お送りいたします。

　１．寄付者が個人の場合

　　　【所得税】

　　　　個人の方の本法人への寄付金については、所得控除制度と税額控除制度の選択制です。いずれか有利な

　　　方を、ご自身でお選びください。　※所得控除と税額控除の算出式については、別紙を参照ください。

            １） 所得控除制度を選択した場合、確定申告に際しては、以下の書類を所轄の税務署にご提出ください。

 　　① 寄付金領収書　② 公益財団法人に係る認定書

　　　 2）  税額控除制度を選択した場合、確定申告に際しては、以下の書類を所轄の税務署にご提出ください。

 　　① 寄付金領収書　② 税額控除に係る証明書

 　　   【住民税】

お住まいの都道府県・市区町村の条例により、本法人が税控除できる団体として指定されている場合に

は、個人住民税において寄付金税額控除をうけることができます。詳しくは、お住まいの都道府県・市区

町村へ直接お問い合わせください。（東京とは条例により指定）

 　２．寄付者が会社等一般法人の場合（法人税）

　　一般寄付金とは別枠で、一定限度までの金額を別途損金に算入できます。以下の書類をご利用ください。

　　　① 寄付金領収書　② 公益財団法人に係る認定書　

賛助会員／一般寄付のお申込み方法

　賛助会費／一般寄付金のお払込みに当たっては、下記の銀行口座にお振込みくださるようお願いいたします。

なお、恐れ入りますが、お振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

 ■ 銀行名： 三菱東京 UFJ 銀行　渋谷支店

 ■ 口座番号： 普通預金 3959900

 ■ 名義： 公益財団法人国連大学協力会

  賛助会費／一般寄付金のお払込み
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　国連大学は 1972 年の国連総会で設立が議決され、1975 年に東京・青山に本部を設置しましたが、約 10 年後、

いよいよ国連大学憲章にうたわれた国際ネットワークによる研究活動を展開するため、各国に研究所を作ること

を計画しました。しかし、国連予算からの配分や特別の資金源をもたない国連大学は、資金難に見舞われました。

このことを憂慮して、我が国において国連大学支援の民間の活動が一挙に高まりました。

　1984 年、永井道雄（元文部大臣）、小林宏治（当時日本電気会長）、中山素平（当時日本興業銀行特別顧問）、

大来佐武郎（元外務大臣）、加藤一郎（元東京大学総長）（以上、いずれも故人）等、当時の学界、財界、政界の

幅広い人々による強い熱意によって構想され、その呼びかけによって、1984 年 9 月設立発起人会が開催され、

翌年の 1985 年 6 月 3 日に政府承認、8 月 1 日に登記され、当時の外務省及び文部省による共管法人として、財

団法人国連大学協力会が設立されました。

　財団法人国連大学協力会は、国連大学が日本に設置されるにあたり、国連と日本国との間に締結された「国連

大学本部に関する国際連合と日本国との協定」(1976 年 6 月 22 日、条約第 7 号 ) の前文「国際連合大学が、日

本国の政府および国民と協力し、かつ協調して、･･･ 中略 ･･･ その目的を達成することができるようにこの協定

を結ぶ。」との精神を踏まえ、設立以来、我が国国民からの浄財を基に国連大学に資金的支援を行うとともに、

国連大学の活動を広く国民に知らせ、広報する活動を積極的に展開してきました。

　財団法人国連大学協力会は、2008 年施行の公益法人法に基づき、2009 年 12 月 21 日に内閣総理大臣より公

益財団法人の認定を受け、2010 年 1 月 4 日に公益財団法人国連大学協力会として登記しました。また 2011 年

8 月には内閣府より、税額控除制度の適用も認められました。本法人への寄付金は税法に基づく免税措置の対象

となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014 年 4 月 1 日

公益財団法人  国連大学協力会について

国連大学創設３５周年記念

大学院 サステイナビリティ学研究科 
支援募金活動事務局

　　　　公益財団法人 国連大学協力会
　　　　　常務理事・事務局長　　森　　茜
　　　　　● 住所　〒 150-8925　東京都渋谷区神宮前 5-53-70
　　　　　● 電話　 03-5467-1368　● Fax　03-5467-1349
　　　　　● E-mail　jf@unu.edu　 ● URL  http://www.jfunu.jp/



7

公益財団法人  国連大学協力会  役員・評議員

［ 役　員 ］　

［ 評 議 員 ］

理事長 小宮山　宏 株式会社三菱総合研究所理事長
専務理事 長谷川善一 （公財）フランス語教育振興協会理事長
常務理事 森　　茜 （公財）国連大学協力会事務局長、（公社）日本図書館協会理事長
理事 北原　保雄 新潟産業大学学長、（公社）日本教育会会長、元筑波大学学長
理事 佐藤　禎一 元ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
理事 瀬戸　純一 駿河台大学教授
理事 田中　俊郎 慶應義塾大学名誉教授
理事 茂木友三郎 キッコーマン株式会社取締役名誉会長・取締役会議長
理事 渡邊　愼一 日本電子株式会社取締役兼副社長執行役員

監事 太田　達男 公益財団法人公益法人協会理事長
監事 堀　　裕 堀総合法律事務所代表弁護士
監事 松本　香 公認会計士

評議員　会長 米倉　弘昌 住友化学株式会社相談役
評議員　副会長 大竹　美喜 アメリカンファミリー生命保険会社創業者・最高顧問
評議員 新井　純 昭和シェル石油株式会社顧問
評議員 川村　隆 株式会社日立製作所相談役
評議員 黒河内久美 元軍縮会議日本政府代表部特命全権大使
評議員 畔柳　信雄 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問
評議員 郷　　通子 ( 共 ) 情報・システム研究機構理事、元お茶の水女子大学学長
評議員 相良　憲昭 ( 公財 ) 日本高等教育評価機構副理事長、桐蔭横浜大学特任教授
評議員 張　富士夫 トヨタ自動車株式会社名誉会長
評議員 松本　紘 国立大学法人京都大学総長
評議員 吉川　廣和 ＤＯＷＡホールディングス株式会社名誉相談役

［ 相 談 役 ］　

矢嶋　英敏 株式会社島津製作所相談役
吉川　弘之　　 ( 独法 ) 科学技術振興機構研究開発戦略センター長

（2014 年 7 月現在）
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公益財団法人国連大学協力会 定款

第 1 章 総則
　 ( 名称 )
第 1 条　この法人は ､ 公益財団法人国連大学協力会と称する ｡
 　( 事務所 )
第 2 条　この法人は ､ 主たる事務所を東京都渋谷区に置く ｡
2  この法人は ､ 理事会の決議により ､ 従たる事務所を必要な地に置くことができる ｡ これを変更又は廃
止する場合も同様とする ｡

第 2 章 目的及び事業
 　( 目的 )
第 3 条　この法人は ､ 国連大学憲章の精神にのっとり ､ 人類の生存や福祉 ､ 発展に関わる緊急で地球
的な課題の解決 ( 以下 ､｢ 地球課題解決 ｣ という ｡) のために ､ 国連大学が行う諸活動について必要な援
助 ･ 協力を行うことにより国連大学の発展に寄与するとともに ､ 地球課題解決のための知識普及を図り
､ もって ､ 学術及び科学技術の振興 ､ 並びに国際相互理解の促進及び開発途上国に対する技術協力等に
貢献することを目的とする ｡ 
　 ( 事業 )
第 4 条　この法人は ､ 前条の目的を達成するため ､ 次の事業を行う ｡
　(1) 国連大学の活動及び地球課題解決に対する人々の理解と関心を高めるためのキャンペーン、広報
等
　(2) 地球課題解決のための知識等を普及するための講座 ､ セミナー、シンポジウム等
　(3) 国連大学が行う教育活動及び研究等の活動への助成並びに国連大学における教育・研究環境の整
備のための助成
　(4) 地球課題解決のための研究や社会の取り組み等についての調査 ､ 研究 ､ 分析等
　(5) 国連大学が行う諸活動の遂行 ･ 運営にかかわる協力
　(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
2  前項の事業は本邦及び海外で行うものとする ｡
　 ( その他の事業 )
第 5 条　この法人は ､ その公益目的事業の推進に資するため ､ 次の事業を行うことができる ｡
　(1) 国連大学支援に資する物品の販売
　(2) 国連大学支援に資するサービスの提供
　(3) その他前各号に定める事業に関連する事業

第 3 章 資産及び会計
　 ( 資産の種類等 )
第 6 条　この法人の資産は ､ これを基本財産及び運用財産の 2 種とする ｡
2  基本財産は ､ この法人の目的である事業を行うに不可欠な財産とする ｡
3  運用財産は ､ 基本財産以外の財産とする ｡
 　( 基本財産 )
第 7 条　この法人の移行の登記の時における前条第 2 項の基本財産は別表第 1 のとおりとする ｡
2  基本財産は ､ 次に掲げるものをもって構成する ｡
　(1) この法人の移行の登記の時における基本財産
 (2) この法人の移行の登記の時以降に基本財産とすることを指定して寄附された財産
　(3) 理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産
3  基本財産は ､ この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理するものとし ､ 基本
財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは ､ あらかじめ理事会及び
評議員会の承認を得るものとする ｡
 　( 財産の管理 ･ 運用 )
第 8 条　この法人の財産の管理 ･ 運用は ､ 理事長が行うものとし ､ その方法は理事会の決議により別
に定める財産管理 ･ 運用規程によるものとする ｡
2  本法人が第 4 条第 1 項に定める事業のみを実施している場合には ､ 受け入れ寄附金の 2 分の 1 に満
たない額を本法人の管理運営に使用することができる ｡
 　( 事業年度 )
第 9 条　この法人の事業年度は ､ 毎年 1 月 1 日に始まり同年 12 月 31 日に終わる ｡
 　( 事業計画及び収支予算 )
第 10 条　この法人の事業計画書 ､ 収支予算書 ､ 資金調達及び設備投資の見込書については ､ 毎事業年
度開始の日の前日までに ､ 理事長が作成し ､ 理事会の決議を経て ､ 評議員会に報告するものとする ｡ こ
れを変更する場合も ､ 同様とする ｡
2  前項の書類については ､ 毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない ｡
　 ( 事業報告及び決算 )
第 11 条　この法人の事業報告及び決算については ､ 毎事業年度終了後 ､ 理事長が次の書類を作成し ､
監事の監査を受けた上で ､ 理事会の承認を経て ､ 定時評議員会に提出し ､ 第 1 号及び第 2 号の書類に
ついてはその内容を報告し ､ 第 3 号から第 6 号までの書類については承認を得なければならない ｡
　(1) 事業報告
　(2) 事業報告の附属明細書
　(3) 貸借対照表
　(4) 損益計算書 ( 正味財産増減計算書 )
　(5) 貸借対照表及び損益計算書 ( 正味財産増減計算書 ) の附属明細書
　(6) 財産目録
2  理事長は、毎定時評議員会終了後に、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の
うち重要なものを記載した書類を作成する。
3  第 1 項に規定する第 1 号から第 6 号の書類及び前項の書類について ､ 理事長は、毎事業年度の終了
後 3 ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない ｡
 　( 公益目的取得財産残額の算定 )
第 12 条　理事長は ､ 毎事業年度 ､ 当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し ､ 前条
第 1 項第 7 号の書類に記載するものとする ｡
　 ( 会計原則等 )
第 13 条　この法人の会計は ､ 一般に公平妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする ｡
2  この法人の会計処理に関し必要な事項は ､ 理事会の決議により別に定める規定によるものとする ｡
3  特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に当てるために保有する資金の取り扱いについて
は ､ 理事会の決議により別に定める規定による ｡

第 4 章 評議員
 　( 評議員 )
第 14 条　この法人に評議員 7 名以上 15 名以内を置く ｡
 　( 評議員の選任及び解任等 )
第 15 条　評議員の選任及び解任は ､ 評議員会において行う ｡
2  評議員を選任する場合には ､ 次の各号の要件をいずれも満たさなければならない ｡
　(1) 各評議員について ､ 次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えな
いものであること
　　イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
　　ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
　　ハ 当該評議員の使用人
 　 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって ､ 当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を
維持している者
 　 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
 　 ヘ ロからニに掲げる者の 3 親等内の親族であって ､ これらの者と生計を一にするもの
　(2) 他の同一の団体 ( 公益法人を除く ) の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3
分の 1 を超えないものであること
 　 イ 理事
　　ロ 使用人
 　 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員 ( 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに
あっては ､ その代表者又は管理人 ) 又は業務を執行する社員である者
 　 ニ 次に掲げる団体においてその職員 ( 国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く ) である者
　　　　　　①国の機関

　　　　　　②地方公共団体
　　　　　　③独立行政法人
　　　　　　④国立大学法人又は大学共同利用機関法人
　　　　　　⑤地方独立行政法人
　　　　　　⑥特殊法人又は特別の法律により設立され ､ かつ ､ その設立に関し行政官庁の認可を要す
る認可法人
　(3) この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねる者でないこと
3　評議員が次のいずれかに該当するときは ､ 評議員会の決議によって ､ その評議員を解任することが
できる ｡
　(1) 職務上の義務に違反し ､ 又は職務を怠ったとき
　(2) 心身の故障のため ､ 職務の執行に支障があり ､ 又はこれに堪えないとき
4　評議員に異動があったときは ､2 週間以内に登記し ､ 登記事項証明書等を添え ､ 遅滞なくその旨を
行政庁に届け出なければならない ｡
 　( 権限 )
第 16 条　評議員は ､ 評議員会を構成し ､ 第 21 条に規定する事項の決定に参画するほか ､ 法令に定め
るその他の権限を行使する ｡
　 ( 任期 )
第 17 条　評議員の任期は ､ 選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員
会の終結の時までとし ､ 再任を妨げない ｡
2　補欠として選任された評議員の任期は ､ 前任者の任期の満了する時までとする ｡
3　評議員は ､ 第 14 条に定める定数に足りなくなるときは ､ 任期の満了又は辞任により退任した後も ､
新たに選任された者が就任するまで ､ なお評議員としての権利義務を有する ｡
 　( 評議員に対する報酬等 )
第 18 条　評議員は無報酬とする ｡

第 5 章 評議員会
 　( 構成 )
第 19 条　評議員会は ､ すべての評議員をもって構成する ｡
2　評議員のうち 1 名を評議員会の会長とする ｡ 会長は ､ 評議員の互選による ｡
3　前項を除く評議員のうち 2 名以内を評議員会の副会長とすることができる ｡ 副会長は ､ 評議員会の
了承を得て ､ 会長が指名する ｡
　( 議長 ) 
第 20 条　評議員会の議長は ､ 会長が当たる ｡ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは予め会長が
指定した順序によって副会長が ､ 会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは ､ 当日の評議員会に
おいて議長に選出された評議員が当たる ｡
　( 権限 )
第 21 条　評議員会は ､ 次の事項について決議する ｡
　(1) 理事及び監事の選任及び解任
　(2) 理事の報酬等の額
  (3) 定款の変更
  (4) 貸借対照表及び損益計算書 ( 正味財産増減計算書 ) 並びにこれらの附属明細書の承認
  (5) 残余財産の処分
  (6) 基本財産の処分又は除外の承認
  (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 　( 開催 )
第 22 条　評議員会は ､ 定時評議員会及び臨時評議員会の 2 種とする ｡
2  定時評議員会は ､ 毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に一回開催する ｡
3  臨時評議員会は ､ 毎事業年度開始前 3 ヶ月以内に一回開催するほか ､ 必要がある場合に開催する ｡
 　( 招集等 )
第 23 条　評議員会は ､ 理事会の決議に基づき理事長が招集する ｡
2  前項にかかわらず ､ 評議員は ､ 理事長に対し ､ 評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して ､
評議員会の招集を請求することができる ｡
3  前項による請求があったときは ､ 理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない ｡
4  理事長は ､ 評議員会の開催日の 1 週間前までに ､ 評議員に対して ､ 会議の日時 ､ 場所 ､ 目的である
事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない ｡
5  前項にかかわらず ､ 評議員全員の同意があるときは ､ 招集の手続きを経ることなく ､ 評議員会を開催
することができる ｡
第 24 条 国連大学学長又はその代理人は ､ 理事長の招致により ､ 評議員会に出席して意見を述べること
ができる ｡ ただし議決には加わらない ｡
　( 定足数 )
第 25 条　評議員会は ､ 評議員の過半数の出席がなければ開催することができない ｡
　( 決議 )
第 26 条　評議員会の決議は ､ 決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出
席し ､ その過半数をもって決し ､ 可否同数のときは議長の採決するところによる ｡
2  前項前段において ､ 議長は ､ 評議員として議決に加わることはできない ｡
3  第 1 項の規定にかかわらず ､ 次の決議は ､ 決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議
員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない ｡
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  (4) 長期の借入金 ( その事業年度内に返済のできる短期借入を除く ｡)
  (5) 事業の全部譲渡
  (6) 吸収合併契約の承認
  (7) 重要な財産の処分又は譲受け ､ 及びその他法令で定められた事項
　( 決議及び報告の省略 )
第 27 条　評議員会における決議の省略については ､ 理事長が評議員会の目的である事項について提案
した場合において ､ 当該提案につき評議員 ( 当該事項について議決に加わる事の出来る者に限る ｡) の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは ､ 当該提案を可決する旨の評議員会の決
議があったものとみなす ｡
2  理事長が評議員会に報告すべき事項を通知した場合において ､ 当該事項の目的である事項について評
議員の全員が書面又は電磁的記録により報告しないことに同意の意思表示をしたときは ､ 当該事項の報
告があったものとみなす ｡ 
　 ( 議事録 )
第 28 条　評議員会の議事録については ､ 法令の定めるところにより作成する。
2  議事録は ､ 当日の評議員会において議長となった評議員及び出席の代表理事、並びに評議員のうちか
ら選出された者 1 名が署名人となり ､ 署名又は記名押印する ｡

第 6 章 役員
　 ( 役員の設置 )
第 29 条　この法人に ､ 次の役員を置く ｡
  (1) 理事 5 名以上 12 名以内
  (2) 監事 1 名以上 3 名以内
2  理事のうち 1 名を代表理事とし ､ 理事長に就任する ｡
3  第 2 項を除く理事のうち ､1 名を専務理事とすることができる ｡
4  第 2 項及び第 3 項を除く理事のうち ､3 名以内を常務理事とすることができる ｡
5  第 3 項及び第 4 項の理事を業務執行理事とする ｡
　 ( 理事及び監事の選任及び解任等 )
第 30 条　理事及び監事の選任及び解任は ､ 評議員会の決議によって行う ｡
2  評議員会における理事及び監事の選任方法については ､ 第 15 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定を準
用し ､ 評議員を理事又は監事にそれぞれ読み替える ｡
3  理事及び監事は ､ 評議員を兼ねること及び相互にこれを兼ねることができない ｡
4  理事及び監事の解任ついては ､ 第 15 条第 3 項の規定を準用し ､ 評議員を理事又は監事にそれぞれ読
み替える ｡
5　理事及び監事に異動があったときは ､2 週間以内に登記し ､ 登記事項証明書等を添え ､ 遅滞なくそ
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の旨を行政庁に届け出なければならない ｡
第 31 条 理事長 ､ 専務理事及び常務理事は ､ 理事会の決議によって理事の中から選定する ｡
 　( 理事の職務及び権限 )
第 32 条　理事は ､ 理事会を構成し ､ 法令及びこの定款で定めるところにより ､ 職務を執行する ｡
2  理事長は ､ 法令及びこの定款で定めるところにより ､ この法人を代表し ､ その業務を執行する ｡
3  専務理事は ､ 理事長を補佐し ､ この法人の業務を執行する ｡ また ､ 理事長に事故あるとき又は理事長
が欠けたときは ､ その業務執行に係る職務を代行する ｡
4  常務理事は ､ 理事長及び専務理事を補佐し ､ この法人の業務を分担執行する ｡ また ､ 専務理事に事故
あるとき又は専務理事が欠けたときは ､ 予め理事会が決定した順序によって ､ その業務執行に係る職務
を代行する ｡
5  理事長及び業務執行理事は ､ 毎事業年度毎に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上 ､ 自己の職務の執行の
状況を理事会に報告しなければならない ｡
( 監事の職務及び権限 )
第 33 条　監事は ､ 理事の職務の執行を監査し ､ 法令で定めるところにより ､ 監査報告を作成する ｡
2  監事は ､ いつでも ､ 理事及び使用人に対して事業の報告を求め ､ この法人の業務及び財産の状況の調
査をすることができる ｡
3  監事は ､ 理事会に出席するほか ､ 法令及びこの定款により ､ 職務を行う ｡
　 ( 役員の任期 )
第 34 条　役員の任期は ､ 選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会
の終結の時までとし ､ 再任を妨げない ｡
2  補欠として選任された役員の任期は ､ 前任者の任期の満了する時までとする ｡
3  役員は ､ 第 29 条に定める定数に足りなくなるときは ､ 任期の満了又は辞任により退任した後も ､ 新
たに選任された者が就任するまで ､ なおその役員としての権利義務を有する ｡
　 ( 報酬等 )
第 35 条　理事及び監事は ､ 無報酬とする ｡ ただし ､ 理事長及び業務執行理事に対しては評議員会にお
いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を上限として報酬等を支給することができる ｡
　 ( 取引の制限 )
第 36 条　理事が次に掲げる取引をしようとする場合は ､ その取引について重要な事実を開示し ､ 理事
会の承認を得なければならない ｡
  (1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  (2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
  (3) この法人がその理事の債務を保証することとその他理事以外のものとの間におけるこの法人とその
理事との利益が相反する取引
2  前項の取引をした理事は ､ その取引の重要な事実を遅滞なく ､ 理事会に報告しなければならない ｡
　 ( 損害賠償責任及び責任の一部免除 )
第 37 条　理事及び監事は ､ その責任を怠ったときは ､ この法人に対し ､ これによって生じた損害を賠
償する責任を負う ｡
第 38 条 この法人は ､ 理事及び監事の賠償責任について ､ 職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな
い場合には ､ 理事会の決議によって ､ 賠償責任額から法令によって定める最低責任限度額を控除して得
た額を限度として ､ 免除することができる ｡

第 7 章 理事会
 　( 構成 )
第 39 条　理事会は ､ すべての理事をもって構成する ｡
 　( 議長 )
第 40 条　理事会の議長は ､ 理事長が当たる ｡
　 ( 権限 )
第 41 条　理事会は ､ 次の職務を行う ｡
  (1) この法人の業務執行の決定    
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
  (4) その他法令及びこの定款により理事会の職務と規定されていること
　( 開催 )
第 42 条　理事会の開催に関しては ､ 第 22 条の規定を準用する ｡ その場合 ､ 評議員会を理事会に ､ 定
時評議員会及び臨時評議員会をそれぞれ定時理事会及び臨時理事会と読み替える ｡

　 ( 招集等 )
第 43 条　理事会は ､ 理事長が招集する ｡ ただし ､ 理事長が欠けた時又は理事長に事故があった時は ､
専務理事が召集する ｡
2  理事長以外の各理事は ､ 理事長 ( 前項ただし書きに定める場合においては ､ 専務理事 ) に対し ､ 理事
会の目的である事項を示して ､ 理事会の招集を請求することができる ｡
3  第 1 項及び第 2 項に関わらず ､ 理事長以外の理事または監事が ､ 法令及びこの定款に基づいて招集
する場合は ､ 当該理事または監事が招集する ｡
第 44 条　国連大学学長又はその代理人の理事会への出席については ､ 第 24 条の規定を準用し ､ その
場合 ､ 評議員会を理事会に読み替える ｡
 　( 定足数 )
第 45 条　理事会は ､ 理事の過半数の出席がなければ開催することができない ｡
 　( 決議 )
第 46 条　理事会の決議は ､ 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し ､
その過半数をもって決し ､ 可否同数のときは議長の採決するところによる ｡ ただし、第 38 条に規定す
る決議については、決議についての特別の利害関係を有する者を除く理事の３分の 2 以上に当たる多
数をもって行わなければならない。
2  前項前段において ､ 議長は ､ 理事として議決に加わることはできない ｡
　 ( 決議及び報告の省略 )
第 47 条　理事長が理事会の目的である事項について提案した場合において ､ 当該提案につき理事 ( 当
該事項について議決に加わることの出来る者に限る ｡) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたとき ( 監事が当該提案について異議を述べたときを除く ｡) は ､ 当該提案を可決する旨の理
事会の決議があったものとみなす ｡
2  理事長が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては ､ 理事会
への当該事項の報告があったものとみなす ｡
3  前項にかかわらず ､ 第 32 条第 5 項に規定する理事の業務報告についてはこれを省略することはでき
ない ｡
　 ( 議事録 )
第 48 条　理事会の議事録の作成及び署名については ､ 法令の定めるところにより行う ｡
2　議事録は、当日の理事会において議長となった代表理事及び出席の監事、並びに出席の理事のうち
から選出された者１名が署名人となり、署名又は記名押印する。
　( 常任理事会 )
第 49 条　理事会に常任理事会を置く ｡
2  常任理事会は ､ 理事長及びすべての業務執行理事をもって構成する ｡
3  常任理事会は ､ この法人の日常業務の執行及び理事会より委任された事項の執行を決定する ｡
4  常任理事会は ､ 理事長が招集する ｡
5  常任理事会の議長は ､ 理事長が当たる ｡
6  常任理事会は ､ その構成員現員数の 3 分の 2 以上の出席がなければその議事を開き議決する事がで
きない ｡

第 8 章 相談役
　( 相談役 )
第 50 条　この法人に ､ 任意の機関として ､1 名以上 3 名以下の相談役を置くことができる ｡
2  相談役は ､ 次の職務を行う ｡
  (1) 理事長の相談に応じること
  (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3  相談役の選任及び解任は理事会において決議する ｡
4  相談役の任期は ､ 選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結
の時までとし ､ 再任を妨げない ｡
5  相談役の報酬は ､ 無償とする ｡

第 9 章 賛助会員
　( 賛助会員 )
第 51 条　この法人に賛助会員を置く ｡
2  賛助会員は ､ この法人の運営に関して ､ 財政的に寄与する法人その他の団体及び個人とする ｡

3  賛助会員は ､ 賛助会費を納めるものとする ｡
4  賛助会員に関して必要な事項は ､ 理事会の決議を経て理事長が定める ｡

第 10 章 事務局
　( 事務局及び職員 )
第 52 条　この法人に事務局を置き ､ 所要の職員を置く ｡
2  職員は事務職員のほか ､ 必要な場合には ､ 研究員を置くことができる ｡
3  職員の任免は理事長が行う ｡ 但し ､ 事務局長及び重要な職員は ､ 理事会の承認を得て理事長が任免す
る ｡
4  職員は ､ 理事長 ､ 専務理事および常務理事の命に従い職務に従事する ｡
5  事務局の組織及び運営については ､ 理事長が別に定める ｡
　( 書類の作成及び備え置き並びに閲覧 )
第 53 条　この法人は ､ 次の書類を作成し ､ この法人の事務所に備え置かなければならない ｡ ただし ､
法令により ､ これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りでない ｡
  (1) 定款については ､ 常時 ､ 備え置く ｡
  (2) 事業計画書 ､ 収支予算書 ､ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については ､ 毎事業年度
開始の前日までに作成し ､ 当該事業年度の末日まで備え置く ｡
  (3) 財産目録 ､ 評議員及び理事並びに監事の名簿 ､ 役員等の報酬等の支給の基準 ､ 運営組織及び事業活
動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類は ､ 毎事業年度経過後 3 カ
月以内に作成し ､ その後 5 年間備え置く ｡
  (4) 各事業年度に係る計算書類 ( 貸借対照表及び損益計算書 ) 及び事業報告並びにこれらの附属明細書
､ 監査報告については ､ 定時評議員会の 2 週間前の日から 5 年間備え置く ｡ なお ､ 計算書類は ､ 作成し
た時から 10 年間保存しなければならい ｡
  (5) 理事会及び評議員会の議事録は ､ 当該理事会及び評議員会の開催の日から 10 年間備え置く ｡ 
  (6) その他法令で定める帳簿及び書類を作成し備え置く ｡
2  前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については ､ 法令の定めによるほか ､ 第 55 条の規定による ｡

第 11 章 委員会
 　( 委員会 )
第 54 条　この法人の運営の円滑化と事業推進の活性化等を図るため ､ この法人に委員会を置くことが
できる ｡
2  委員会は ､ 設置しようとする委員会の目的 ､ 内容等に応じて ､ 理事会又は評議員会の決議を経ること
とする ｡

第 12 章 情報公開及び個人情報の保護
　( 情報公開 ) 
第 55 条　この法人は ､ 公正で開かれた活動を推進するため ､ その活動状況 ､ 運営内容 ､ 財務資料等を
積極的に公開するものとする ｡
2  情報公開に関する必要な事項は ､ 理事会の決議により別に定める ｡
　( 個人情報保護 )
第 56 条　この法人は ､ 業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする ｡
2  個人情報の保護に関する必要な事項は ､ 理事会の決議により別に定める ｡

第 13 章 定款の変更及び解散
　( 定款の変更 )
第 57 条　この定款は ､ 第 21 条第 3 号に規定する評議員会の決議によって変更することができる ｡
2　前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条並びに第 15 条の規定についても適用する。
3　第 1 項の規定は、第 59 条に規定する公益目的取得財産残額の贈与並びに第 60 条に規定する残余財
産の帰属については適用できない。
　 ( 解散 )
第 58 条　この法人は ､ 基本財産の滅失によってこの法人の目的である事業ができなくなった場合 ､ そ
の他法令で定められた事由によって解散する ｡
　 ( 公益認定の取消し等に伴う贈与 )
第 59 条　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合 ( その
権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く ｡) には ､ 評議員会の決議を経て ､ 公益目的取得
財産残額に相当する額の財産を ､ 当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に ､ 類
似の事業を目的とする他の公益法人 ､ 国又は地方公共団体 ､ 又は公益社団法人及び公益財団法人の認定
に関する法律により定められた法人に贈与するものとする ｡
　( 残余財産の帰属 )
第 60 条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は ､ 評議員会の決議を経て ､ 前条におい
て公益目的取得財産残額に相当する額の財産の被贈与団体として掲げられた団体に贈与すものとする ｡
      

第 14 章 公告
 　( 公告 )
第 61 条　この法人の公告の方法は ､ 電子公告によって行う ｡
2　貸借対照表については、当該貸借対照表が決議された定時評議員会終結後 ､ 遅滞なく ､ 公告しなけ
ればならない ｡
3  事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は ､ 官報による ｡

第 15 章 補則
　 ( 細則等 )
第 62 条　この定款の施行について必要な細則等 ､ この定款に定めるもののほかこの法人の運営につい
て必要な事項については理事会の議決を経て ､ 理事長がこれを定める ｡
第 63 条　この法人の運営については ､ この定款に定めるもののほか ､ 一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律 ､ 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律及びその他関連法令による ｡
   附 則
1  この定款は ､ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立
の登記の日から施行する ｡
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記
と ､ 公益法人の設立の登記を行ったときは ､ 第 9 条の規定にかかわらず ､ 解散の登記の日の前日を事
業年度の末日とし ､ 設立の登記の日を事業年度の開始日とする ｡
3　この法人の最初の代表理事は吉川　弘之とし、業務執行理事は長谷川　善一及び森　茜とする。　
4  この法人の最初の役員は ､ 次に掲げる者とする ｡
　　　理事　　内永　　ゆか子　　　 北原　　保雄　　　　　小林　陽太郎　　　佐藤　　禎一　
　　　　　　　瀬戸　　純一　　　　 田中　　俊郎　　  　　   長谷川　善一　　　原田　　嘉晏　　
　　　　　　　松本　　　香　　　　 森　　　　茜　　　　 　吉川　　弘之
　　　監事　　太田　　達男　　　　 堀　　　　裕
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
　　　　 　   　 大竹　美喜　　　          北岡　伸一　　　             國井　秀子　　　   黒河内　久美　　　                           
    小宮山　宏                       郷　　通子　　　             相良　憲昭　             瀬谷　博道　　　
                                豊田　章一郎　　　     新美　春之    　　　          三木　繁光                 茂木　友三郎　　
　   　　                森下　洋一                     吉川　廣和　　　              米倉　弘昌

（別　　表）
　　　基本財産　　　（第 7 条関係）

財産種別 場所・物量等

投資有価証券
東京電力株式会社第４４０回社債　

額面    70,000,000 円

投資有価証券
九州電力株式会社第３４９回社債　

額面 100,000,000 円

定期預金
中央三井信託銀行株式会社　本店　　　　　

額面    10,000,000 円

2010 年（平成 22 年）1 月 4 日施行
2011 年（平成 23 年）1 月 4 日変更
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